
 

 

令和６年度 第３回 

山形地方最低賃金審議会 
 

 

期 日  令和６年８月２１日（水） 

午後３時００分 

場 所  山形労働局 大会議室   

 

 

会 議 次 第 
 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）山形県最低賃金の改正決定について（答申） 

（２）山形県特定(産業別)最低賃金の改正決定の必要性について（諮問） 

（３）その他 

 

３ その他 

 

４ 閉会 
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2 

 

各企業間における最低賃金の疎明資料 

Ⅰ．一般産業用機械製造業 

１．賃金センサスによる規模間格差（所定内給与額） 

  山形県 製造業 男女計 

単位 円 

区　　分 １，０００人以上 １００～９９９人 １０～９９人

　　～１９歳 179.6 178.9 165.4

（指　数） 100 99.6% 92.1%

２０～２４歳 196.7 191.9 170.9

（指　数） 100 97.6% 86.9%

２５～２９歳 219.3 211.7 190.5

（指　数） 100 96.5% 86.9%

３０～３４歳 246.3 230.0 201.9

（指　数） 100 93.4% 82.0%

３５～３９歳 303.4 249.8 223.0

（指　数） 100 82.3% 73.5%

４０～４４歳 294.6 273.7 232.9

（指　数） 100 92.9% 79.1%

４５～４９歳 328.1 298.2 230.7

（指　数） 100 90.9% 70.3%

５０～５４歳 331 305.0 246.9

（指　数） 100 92.1% 74.6%

５５～５９歳 333.8 311.3 245.2

（指　数） 100 93.3% 73.5%

６０～６４歳 220.8 242.9 227.2

（指　数） 100 110.0% 102.9%

６５～６９歳 177.1 252.7 197.8

（指　数） 100 142.7% 111.7%

７０歳～ 154.3 185.2 205.3

（指　数） 100 120.0% 133.1%  

 

 

 

14



3 

 

各企業間における最低賃金の疎明資料 

Ⅱ．電子部品・デバイス・電子回路製造業 

１．申し出労働者間における賃金格差（時間額） 

                                    単位 円 

区   分 Ａ  社 Ｂ  社 Ｃ  社 

時 間 額 

（指 数） 

１，２００ １，１０７ １，００６ 

１００ ９２．３ ８３．８ 

 

２．賃金センサスによる規模間格差（所定内給与額） 

  山形県 電子部品・デバイス・電子回路製造業 男女計 

    単位１，０００円 

区　　分 １，０００人以上 １００～９９９人 １０～９９人

～１９歳 ー 172.4 144.9

（指　数） ー 100.0% 84.0%

２０～２４歳 ー 195.6 193.9

（指　数） ー 100.0% 99.1%

２５～２９歳 ー 207.6 139.3

（指　数） ー 100.0% 67.1%

３０～３４歳 ー 237.4 218.1

（指　数） ー 100.0% 91.9%

３５～３９歳 ー 258 199.5

（指　数） ー 100.0% 77.3%

４０～４４歳 ー 287.2 222.6

（指　数） ー 100.0% 77.5%

４５～４９歳 ー 319.1 286.1

（指　数） ー 100.0% 89.7%

５０～５４歳 ー 310.5 284.5

（指　数） ー 100.0% 91.6%

５５～５９歳 ー 335.9 257

（指　数） ー 100.0% 76.5%

６０～６４歳 ー 184.5 269.2

（指　数） ー 100.0% 145.9%

６５～６９歳 ー ー ー

（指　数） ー ー ー
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各企業間における最低賃金の疎明資料 

Ⅲ．自動車整備業 

１．賃金センサスによる規模間格差（所定内給与額） 

  サービス業（他に分類されないもの） 男女計 

単位１，０００円 

区　　分 １，０００人以上 １００～９９９人 １０～９９人

　　～１９歳 174.0 ー 196.5

（指　数） 100 ー 112.9%

２０～２４歳 188 229.7 205.5

（指　数） 100 122.2% 109.3%

２５～２９歳 186.4 223.7 222.8

（指　数） 100 120.0% 119.5%

３０～３４歳 210.0 208.3 230.2

（指　数） 100 99.2% 109.6%

３５～３９歳 207.1 205.7 250.6

（指　数） 100 99.3% 121.0%

４０～４４歳 194.7 250.7 247.4

（指　数） 100 128.8% 127.1%

４５～４９歳 220.2 212.0 239.2

（指　数） 100 96.3% 108.6%

５０～５４歳 212.9 242.2 250.6

（指　数） 100 113.8% 117.7%

５５～５９歳 237.2 256.0 245.7

（指　数） 100 107.9% 103.6%

６０～６４歳 185.4 250.5 228.9

（指　数） 100 135.1% 123.5%

６５～６９歳 163.3 180.8 228.0

（指　数） 100 110.7% 139.6%

７０歳～ 172.8 187.4 177.5

（指　数） 100 108.4% 102.7%
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各企業間における最低賃金の疎明資料 

Ⅳ．自動車・同附属品製造業 

１．賃金センサスによる規模間格差（所定内給与額） 

  山形県 製造業 男女計 

単位１，０００円 

区　　分 １，０００人以上 １００～９９９人 １０～９９人

　　～１９歳 179.6 178.9 165.4

（指　数） 100 99.6% 92.1%

２０～２４歳 196.7 191.9 170.9

（指　数） 100 97.6% 86.9%

２５～２９歳 219.3 211.7 190.5

（指　数） 100 96.5% 86.9%

３０～３４歳 246.3 230.0 201.9

（指　数） 100 93.4% 82.0%

３５～３９歳 303.4 249.8 223.0

（指　数） 100 82.3% 73.5%

４０～４４歳 294.6 273.7 232.9

（指　数） 100 92.9% 79.1%

４５～４９歳 328.1 298.2 230.7

（指　数） 100 90.9% 70.3%

５０～５４歳 331 305.0 246.9

（指　数） 100 92.1% 74.6%

５５～５９歳 333.8 311.3 245.2

（指　数） 100 93.3% 73.5%

６０～６４歳 220.8 242.9 227.2

（指　数） 100 110.0% 102.9%

６５～６９歳 177.1 252.7 197.8

（指　数） 100 142.7% 111.7%

７０歳～ 154.3 185.2 205.3

（指　数） 100 120.0% 133.1%  
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令和６年８月 20日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会長 村 山  永 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

山形県最低賃金専門部会 

部会長 コーエンズ 久美子 

 

 

 

山形県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和６年７月４日、山形地方最低賃金審議会において付託され

た山形県最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙１のとお

りの結論に達したので報告する。 

 また、別紙２のとおり平成 20年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデ

ータにより比較したところ、令和４年 10月６日発効の山形県最低賃金（時間額 

854円）は、令和４年度の山形県の生活保護水準を下回っていなかったことを申

し添える。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は別紙３のとおりである。 

 さらに、当専門部会としては、山形県内の中小企業・小規模事業者が継続的に

賃上げできる環境整備の必要性は労使共通の認識であることを踏まえ、以下の

ことを山形地方最低賃金審議会の答申に付記することを要望する。 

 

１ 業務改善助成金等の政府が掲げる生産性向上の支援策について、単年度で 

はなく複数年度にわたり有効な補助金、助成金制度の新設を含む中長期の施 

策を構築すること。また、最低賃金引上げの影響を強く受ける地方の中小企 

業・小規模事業者が活用しやすくなるよう、Ｃランクの地域に対する要件緩和 

や予算の傾斜配分など、より一層、実効性のある制度とすること。 

 

２ 地方の中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、 

原材料費、エネルギーコスト上昇分の適切な価格転嫁の実現に向け、所管省庁 

は監視と指導を徹底すること。特に中央の大企業に対する取引適正化の実効 

的な施策として、たとえば、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する 

指針」に係る適切な研修、指針に違反する行為に対する独占禁止法及び下請法 

に基づく厳正な対処などを一層強化・拡充すること。 

 

㊢ 



別紙１ 

 

 

山形県最低賃金 

 

 

１ 適用する地域 

山形県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間９５５円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

法定どおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

 

山形県最低賃金と生活保護との比較について 

 

 

１ 地域別最低賃金 

（１）件   名  山形県最低賃金 

（２）最低賃金額  時間額 854円 

（３）発 効 日  令和４年 10月６日 

 

 

２ 生活保護水準 

（１）比較対象者 

18～19歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和４年度 

（３）生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の山形県内人口

加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（95,925円）。 

 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げ

る金額とを比較すると山形県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

（註）１箇月換算額 

854円（山形県最低賃金）×173.8（１箇月平均法定労働時間数） 

   ×0.807（可処分所得の総所得に対する比率※）＝119,779円 

 

※令和６年７月 10日開催中央最低賃金審議会第２回目安に関する小委員 

会配付資料№２「生活保護と最低賃金」のグラフに示された比率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

 

 

○公益委員    コーエンズ久美子  本 間 佳 子    村 山  永 

 

 

○労働者側委員  石 川 正 樹    柿 崎 隆 英    西 部 政 行 

 

 

○使用者側委員  大 沼 拓 雄    木 村 和 浩    丹  哲 人 



㊢ 

 

令和６年８月 21日 

 

 

山形労働局長 

小 林  学 殿 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会長 村 山  永 

 

 

山形県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

当審議会は、令和６年７月４日付け山形労発基 0704第１号をもって貴職から

諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙１のとおりの

結論に達したので答申する。 

 また、別紙２のとおり平成 20年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデ

ータにより比較したところ、令和４年 10月６日発効の山形県最低賃金（時間額

854円）は、令和４年度の山形県の生活保護水準を下回っていなかったことを申

し添える。 

 なお、当審議会としては、山形県内の中小企業・小規模事業者が継続的に賃上

げできる環境整備の必要性は労使共通の認識であることを踏まえ、政府に対し

以下のことを要望する。 

 

１ 業務改善助成金等の政府が掲げる生産性向上の支援策について、単年度で 

はなく複数年度にわたり有効な補助金、助成金制度の新設を含む中長期の施 

策を構築すること。また、最低賃金引上げの影響を強く受ける地方の中小企 

業・小規模事業者が活用しやすくなるよう、Ｃランクの地域に対する要件緩和 

や予算の傾斜配分など、より一層、実効性のある制度とすること。 

 

２ 地方の中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、 

原材料費、エネルギーコスト上昇分の適切な価格転嫁の実現に向け、所管省庁 

は監視と指導を徹底すること。特に中央の大企業に対する取引適正化の実効 

的な施策として、たとえば、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する 

指針」に係る適切な研修、指針に違反する行為に対する独占禁止法及び下請法 

に基づく厳正な対処などを一層強化・拡充すること。 



 

 

別紙１ 

 

 

山形県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

 

１ 適用する地域 

山形県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間９５５円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

令和６年 10月 19日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙２ 

 

 

山形県最低賃金と生活保護との比較について 

 

 

１ 地域別最低賃金 

（１）件   名  山形県最低賃金 

（２）最低賃金額  時間額 854円 

（３）発 効 日  令和４年 10月６日 

 

 

２ 生活保護水準 

（１）比較対象者 

18～19歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和４年度 

（３）生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の山形県内人口 

加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（95,925円）。 

 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げ 

る金額とを比較すると山形県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

（註）１箇月換算額 

854円（山形県最低賃金）×173.8（１箇月平均法定労働時間数） 

   ×0.807（可処分所得の総所得に対する比率※）＝119,779円 

 

※令和６年７月 10日開催中央最低賃金審議会第２回目安に関する小委員 

会配付資料№２「生活保護と最低賃金」のグラフに示された比率。 



㊢ 

山形労発基 0821第１号  

令和６年８月 21 日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長  村 山  永 殿 

 

 

 

山 形 労 働 局 長           

小 林  学      

 

 

 

山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類 

されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・ 

真空機器製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について 

（諮問） 

 

令和６年８月９日付けをもって申出代表者ＪＡＭ南東北山形県連

絡会会長納富聡から最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条

第１項の規定に基づき、別添のとおり山形県ポンプ・圧縮機器、一般

産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・

同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金（平成 20年山形労働局

最低賃金公示第２号）の改正決定に関する申出があったので、同法第

21 条の規定により、その必要性の有無について、貴会の意見を求め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



㊢ 

山形労発基 0821 第２号 

令和６年８月 21 日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長  村 山  永 殿 

 

 

 

山 形 労 働 局 長           

小 林  学      

 

 

 

山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報 

通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無につ 

いて（諮問） 

 

令和６年８月９日付けをもって申出代表者全日本電機・電子・情報

関連産業労働組合連合会山形地域協議会議長柿崎隆英から最低賃金

法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第１項の規定に基づき、別添

のとおり山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報

通信機械器具製造業最低賃金（平成 20年山形労働局最低賃金公示第

３号）の改正決定に関する申出があったので、同法第 21条の規定に

より、その必要性の有無について、貴会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㊢ 

山形労発基 0821 第３号 

令和６年８月 21 日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長  村 山  永 殿 

 

 

 

山 形 労 働 局 長           

小 林  学      

 

 

 

山形県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定の必要 

性の有無について（諮問） 

 

  令和６年８月９日付けをもって申出代表者ＪＡＭ南東北山形県連

絡会会長納富聡から最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条

第１項の規定に基づき、別添のとおり山形県自動車・同附属品製造業

最低賃金（平成 20年山形労働局最低賃金公示第４号）の改正決定に

関する申出があったので、同法第 21条の規定により、その必要性の

有無について、貴会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㊢ 

山形労発基 0821 第４号 

令和６年８月 21 日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長  村 山  永 殿 

 

 

 

山 形 労 働 局 長           

小 林  学      

 

 

 

山形県自動車整備業最低賃金の改正決定の必要性の有無に 

ついて（諮問） 

 

  令和６年８月９日付けをもって申出代表者自動車総連山形地方協

議会議長石山智規から最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）第 15条

第１項の規定に基づき、別添のとおり山形県自動車整備業最低賃金

（令和２年山形労働局最低賃金公示第５号）の改正決定に関する申

出があったので、同法第 21条の規定により、その必要性の有無につ

いて、貴会の意見を求めます。 


